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吹田市立北千里保育園跡地敷地内保育所設置事業 

基本協定書（案） 

 

吹田市（以下「甲」という。）は、吹田市立北千里保育園跡地敷地内保育所設置事業（以下「本

事業」という。）について、本事業に係る募集要項、別添資料及び参考資料（以下「募集要項等」

という。）を条件に事業者の公募を行い、【事業者名】（以下「乙」という。）を事前協議対象者に決

定した。 

 今般、甲と乙との間で、本事業実施のために、定期借地権設定契約の締結及び本事業の実施に向

けた双方の義務について協議を行い、次のとおり合意したため、この基本協定（以下、「基本協定」

という。）を締結する。 

 

第 1 事業の概要に関する事項 

 

（基本協定の目的及び解釈） 

第１条 基本協定は本事業における当事者の役割及び基本的合意事項について定めるとともに、

「（仮称）吹田市立北千里保育園跡地敷地内保育所」（以下「本施設」という。）の整備及び運営

に関する事項並びに定期借地権設定契約の締結に関する事項等を定める。 

２ 「吹田市立北千里保育園跡地敷地内保育所設置事業基本協定書に関する別紙（以下、「別紙」

という。）」に記載された事項は、基本協定の内容を構成するものとする。当該記載事項に変更が

あったときも、同様とする。 

 

（本事業の概要等） 

第２条 本事業は、乙による、本施設の設計、建設及び運営等によって構成される。なお、用語の

定義は別紙の１による。 

２ 本事業は、別紙の２の日程表に従って実施する。ただし、甲と乙が協議により事業スケジュー

ルを変更した場合は、変更後の日程表に従って実施する。 

 

（本事業における甲の役割） 

第３条 本事業の甲と乙の役割分担において、甲は概ね以下の役割を果たす。 

（１）甲は、善良なる土地所有者としての注意をもって、本施設の建設のために事業用地の整備

を行い、乙に貸し付けるものとする。 

 

（本事業における乙の役割） 

第４条 本事業の甲と乙の役割分担において、乙は概ね以下の役割を果たす。 

（１）乙は、甲の配布した募集要項等に従い、乙の費用負担において、本施設の設計図書、事業

計画書等を作成し、甲の確認を受ける。 

（２）乙は、募集要項等に従い、定期借地権設定契約の締結、保証金の預託及び貸付料の支払い

を行う。 

（３）乙は、甲の確認を受けた設計図書、基本協定、定期借地権設定契約書、募集要項等及び事

業者提案に従い、乙の費用負担において本施設の建設を行う。 
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（４）乙は、完成予定日までに本施設を完成させ、完了検査を終了し、甲に検査済証（写）を提

出する。あわせて、完成後速やかに竣工図書及び保育所認可申請書を甲に提出する。 

（５）乙は、本施設の竣工後、甲から保育所認可を受けたうえで、本施設を所有し運営する。 

（６）乙は、事業用地を善良なる管理者としての注意をもって管理する。 

 

（基本協定の期間） 

第５条 基本協定の有効期間は、基本協定の締結日から定期借地権設定契約終了日までとする。た

だし、定期借地権設定契約が締結に至らなかった場合には、定期借地権設定契約の締結不調が確

定した日をもって基本協定は終了するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 本事業において、乙は次の費用を負担する。 

（１）乙は、定期借地権設定契約の締結にかかる費用（登記、保証金の預託を含む）を負担する。 

（２）乙は、定期借地権設定契約期間中、甲へ貸付料を支払う。 

（３）乙は、本施設の設計、建設、所有（登記を含む）、運営、維持管理等に係る全ての費用を

負担する。ただし、吹田市私立保育所整備事業助成金を前提としている場合は、この限りで

ない。なお、基本協定の締結により、助成金の交付が確約されるものではない。 

（４）乙は、定期借地権設定契約期間終了日までに、本施設を解体・除却するための全ての費用

を負担する。 

 

（事業用地） 

第７条 事業用地は、吹田市古江台３丁目 119番 5 及び 119番 149の土地の一部とする。 

２ 甲と乙は、事業用地上に本施設を所有するための定期借地権を設定するために、定期借地権設

定契約を締結する。 

３ 定期借地権設定契約は、本施設の建設工事の着手までに締結するものとする。 

４ 甲は、乙による保証金の預託を確認した後に、事業用地を乙に引き渡すものとする。 

 

（本施設の設計） 

第８条  乙は、基本協定、定期借地権設定契約、募集要項等及び事業者提案に従い、関係法令を遵

守のうえ、本施設の設計を行う。なお、設計に際しては、周辺環境に配慮するとともに、近隣住

民への説明の場を設けることとする。 

２ 本施設の設計に関する骨格的事項を別紙の３に定め、本施設の土地及び建物の配置の概要を別

紙の４に定める。 

３ 乙は、事業用地の引渡しを受ける前に、本施設の設計又は建設に関する各種調査及び準備作業

等を行う場合は、事前に甲に連絡し、承諾を得るものとする。 

４ 本施設の設計に関する調査及び届出など全ての付帯業務は、乙の責任において行う。 

５ 設計期間中、甲は乙に対し、設計進捗の報告を求めることができる。 

 

（本施設の建設工事） 

第９条 乙は、基本協定、定期借地権設定契約、募集要項等、事業者提案及び設計図書に従い、関
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係法令を遵守のうえ、本施設の建設工事を行う。なお、建設工事に際しては、周辺環境に配慮す

るとともに、近隣住民への説明の場を設けることとする。 

２ 本施設の建設工事に関する届出など全ての付帯業務は、乙の責任において行う。 

３ 本施設の建設工事中、甲は工事進捗確認のための現場調査を行うことができる。 

４ 乙は、本施設の竣工に際して、甲による本施設の確認を受けるとともに、近隣住民の見学のた

めの機会を設けるものとする。 

 

第２ 事業用地の貸付条件等に関する事項 

 

（定期借地権設定契約の締結） 

第１０条 甲と乙は、本施設の建設工事の着手までに定期借地権設定契約を締結するものとする。

なお、乙は原則として基本協定締結日から 1 年以内に本施設の建設工事に着手しなければならな

い。 

２ 定期借地権設定契約の契約期間は、50 年間（本施設の建設工事期間（工事着手日から工事竣

工日まで）及び契約期間満了に伴う建物等の収去期間を含むが、建築物の設計等の乙が建設工事

の準備を行う期間は含まない。）とする。 

３ 貸付料については、「普通財産に係る貸付事務取扱要領」に基づき算定し、「社会福祉法人等へ

の普通財産の無償貸付け又は減額貸付けに係る取扱要領」に基づき、減免を受けることができる

ものとする。 

４ 貸付料については、固定資産税の評価年度ごとに改定するものとする。 

５ 乙は、定期借地権設定契約に基づき、定期借地期間開始日以降、甲に対し毎年度、当該年度分

の貸付料を定期借地権設定契約書に定める期日までに支払うものとする。なお、乙が貸付料の支

払いを遅延した場合、遅延日数に応じ、定期借地権設定契約に定める延滞料を支払わなければな

らない。 

６ 乙は、契約期間満了時には、借地借家法（平成３年法律第９０号）第２２条の規定により乙の

負担で建築物及びその他の工作物を収去のうえ、事業用地を整地するとともに必要な検査を行い、

事業用地を原状回復して甲に返還するものとする。なお、契約期間満了日の５年前より、契約終

了に係る必要事項について、甲及び乙は協議を行うものとする。 

７ 乙は、甲に対し保証金として、定期借地権設定契約締結と同時に、貸付料（「社会福祉法人等

への普通財産の無償貸し付け又は減額貸付けに係る取扱要領」に基づく減額を受ける場合も、減

額前の貸付料とする。）の月割（貸付料年額の 12 分の 1 の額とし、円未満の端数は切り捨てる。）

の６か月分（千円未満の額が生じる場合は、その額を切り上げる。）を預託しなければならない。

なお、定期借地権設定契約期間満了時に、前項に基づき乙が甲に事業用地を返還した後、甲は未

払い債務等を差し引いて無利息にて保証金を返還するものとする。 

８ 乙は、次条の規定により甲が定期借地権設定契約を解除した場合は、違約金として貸付料（「社

会福祉法人等への普通財産の無償貸し付け又は減額貸付けに係る取扱要領」に基づく減額を受け

る場合は、減額前の貸付料とする）の年額を甲に支払うものとする。 

 

（定期借地権設定契約の解除） 

第１１条 基本協定に反する事由が乙に存する場合において、甲が相当の期間を定めて当該事由に
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係る義務の履行を乙に対し催告したにもかかわらず、乙がその期間内に当該義務を履行しないと

きは、甲は、定期借地権設定契約を解除することができる。 

２ 乙について銀行取引の停止処分、国税等滞納処分又は破産その他の法的倒産手続の開始の決定

があったときは、甲は、定期借地権設定契約を解除することができる。 

 

（定期借地権設定契約の中途解約） 

第１２条 本事業に係る定期借地権設定契約には、乙が真にやむを得ない事由により事業契約の継

続ができないと認められる場合を除き、中途解約権を留保する旨の特約は付さないものとする。 

 

（契約不適合の免責等） 

第１３条 乙は、定期借地権設定契約にあたり、別紙の５の物件調書を容認の上、甲より現状有姿

にて事業用地の引き渡しを受けるものとする。 

２ 事業用地について数量不足その他の契約の内容に適合しないこと（埋設物、土壌汚染を含む）

が判明した場合においても、甲は乙に対して、貸付料の返還・減免、損害賠償の請求又は定期借

地権設定契約の解除を含めた契約不適合責任を負わないものとする。ただし、これにより難い場

合は、甲乙協議して、処理するものとする。 

 

第 3 事業の実施に関する事項 

 

（運営等の開始日） 

第１４条 乙は、令和〇年〇月〇日から本施設の運営を開始する。 

 

（本施設及び事業用地の供用、運営及び維持管理） 

第１５条 乙は、本施設及び事業用地を、別紙の３の本施設整備計画書に定める整備施設の用途に

供し、事業者提案、基本協定及び定期借地権設定契約に従って運営及び維持管理を行う。 

２ 本施設及び事業用地の運営及び維持管理は、乙が自己の責任において行う。 

３ 乙が、その責めに帰すべき事由により、本施設及び事業用地の維持管理及び運営に際して甲又

はその他の第三者に対して損害を与えた場合、乙はその賠償をしなければならない。 

４ 本施設又は事業用地の運営を事業者提案と異なる形式に変更する場合は、あらかじめ甲の承諾

を得なければならない。 

 

（事業実施に係る事項） 

第１６条 甲及び乙は、乙による本事業の実施に関し、協議を行い、募集要項等及び事業者提案の

趣旨に反しない限りで、事業実施に係る事項を定めることができる。乙は、基本協定、定期借地

権設定契約、募集要項及び事業者提案のほか、この合意の内容に従い、本事業を実施しなければ

ならない。 

２ 前項の合意は書面によらなければならない。 

 

（事業実施に係る報告等） 

第１７条 甲は、事業実施にかかる本施設の設計、建設、運営及び維持管理に関し、調査を行うこ
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とができるものとし、乙は、甲の要請に従い、速やかにこれに協力するものとする。 

２ 前項に規定する調査の詳細な内容については、甲が別に定める。 

３ 甲は、第１項に規定する調査を実施するため、乙に対し、随時、監査済みの財務諸表その他の

資料及び情報の提出を要請できるものとし、乙は、この要請がなされたときは、速やかに当該資

料及び情報を提出するものとする。 

４ 甲は、第１項の規定による調査を実施した場合において、本事業に関する乙の提案内容の水準

が維持できていないと判断したときは、乙に業務改善計画書の提出を求めることができるものと

し、乙は、当該計画書に従い、業務改善を行うものとする。 

５ 甲は、前各項に規定する内容を確認するため、本施設への立入調査を実施することができる。 

 

第４ 遵守事項について 

 

（本事業の趣旨の尊重） 

第１８条 甲及び乙は、本事業の目的を十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重

し、本事業における義務を誠実に履行する。 

 

（乙の債務不履行） 

第１９条 次に掲げる事由が発生したときには、甲は、催告することなく基本協定を解除すること

ができる。 

（１）乙の責めに帰すべき事由により基本協定の履行が不能になったとき。 

（２）乙に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続又はこれに類する倒産

手続について申立（自己申立を含む。）がなされたとき。 

（３）乙が正当な理由なく本事業を放棄したと甲が認めたとき。 

（４）乙の役員等（役員又はその支店若しくは営業所（本事業を担当する事務所をいう。）を代

表する者。以下同じ。）又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められると

き。 

（５）乙の役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を

図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同

じ。）又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

（６）乙の役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴

力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められる

とき。 

（７）乙の役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難される

べき関係を有していると認められるとき。 

（８）乙が本事業の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときの契約に当たり、その

契約の相手方が第 4号から前号までに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と

契約を締結したと認められるとき。 

（９）乙が、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成 11 年法律第 147 号）

第８条第２項第１号に掲げる処分を受けている団体に所属し又は関与していることが判明
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したとき。 

 

２ 次に掲げる事由が発生し、甲が乙に対し、６０日の期間を設けて催告を行ったにも関わらず、

なお治癒がなされない場合は、甲は基本協定を解除することができる。 

（１）乙が、本施設の設計に着手すべき期日を過ぎても正当な理由なくして設計に着手しないと

き。 

（２）乙が、乙の責めに帰すべき事由により基本協定に基づく義務を履行しないとき。 

（３）乙が、書面による甲の事前の承諾なく、本事業の遂行目的以外の目的で事業用地を使用収

益したとき又は事業用地の形質を変更したとき。 

（４）前各号に定めるもののほか、乙の責めに帰すべき事由により、基本協定の目的を達成でき

ないおそれがあると甲が認めたとき。 

 

（甲の債務不履行による解除） 

第２０条 甲の責めに帰すべき事由により基本協定の履行が不能になった場合、乙は催告すること

なく基本協定を解除することができる。 

２ 甲が、その責めに帰すべき事由により基本協定に基づく甲の義務を履行しない場合（前項に掲

げる場合を除く）、乙は、甲に対し６０日以上の履行期間を設けて催告を行ったうえで、当該期

間内に甲が債務を履行しない時は、基本協定を解除することができる。 

 

（法令変更、不可抗力による措置等） 

第２１条 甲及び乙は、法令変更若しくは不可抗力により基本協定に基づく義務の全部若しくは一

部の履行ができなくなった場合、又はそれらのおそれがある場合は、当該内容の詳細を記載した

書面をもって直ちに相手方に通知しなければならない。 

２ 前項の場合において、通知を行った者は、通知を発した日以降、基本協定に基づく履行期日に

おける履行義務の全部又は一部を免れるものとする。ただし、各当事者は法令変更又は不可抗力

により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。 

３ 甲及び乙は、第 1 項に定める通知を発した日以後、直ちに本事業の継続の可否について協議す

るものとし、本事業の継続に関して増加費用の発生又は引渡日の遅延が予想される場合にあって

は、乙が当該増加費用の額又は遅延期間を最小限とするような対策を検討し、その対策の合理性

について甲と協議しなければならない。 

４ 前項の場合において、本事業の継続の可否について協議した結果、本事業を継続し難いと判断

した場合は、甲及び乙は基本協定を解除することができる。 

５ 法令変更又は不可抗力により基本協定の有効期間中に発生した追加費用及び損害額について

は、乙が負担するものとする。 

６ 第１項から第 5項までに規定する不可抗力とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落

盤、落雷等の自然災害及び戦争、騒乱、暴動、火災その他通常の予想を超えた人為的な事象であ

って、当事者の責めに帰すことができない事由をいう。 

 

（解除の効果） 

第２２条 第１９条、第２０条又は前条に基づき基本協定が解除された場合、基本協定は終了する。 
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（損害賠償） 

第２３条 甲及び乙は、基本協定に定める義務の履行に関して、相手方の責に帰すべき事由により

損害を被った場合には、その損害につき、当該当事者に対して賠償を請求することができる。 

 

（知的財産権） 

第２４条 本事業に関連して、甲が乙に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の

知的財産権は、甲に留保される。 

２ 本事業に関連して、乙が、甲に対して提供した図面等の成果物の著作権その他の知的財産権は、

乙に属する。 

３ 甲は、本事業の目的を達成するために必要な限度で、乙が作成した成果物を利用することがで

きる。 

４ 甲が本施設を写真、透視図、絵画その他の媒体により表現することについて、著作権その他の

知的財産権に基づき、乙は著作物の利用を許諾する。 

５ 本事業実施に必要な場合は、乙の作成した成果物及び本施設の内容を甲が公表することを乙は

許諾する。ただし、公表しようとする資料に乙のノウハウ及び公知になっていない経営情報が含

まれる場合は、甲は、事前に乙の意見を聞かなければならない。 

 

（通知等） 

第２５条 基本協定に定める請求、通知、報告、申出、確認及び解除等は、書面により、基本協定

に記載された当事者の名称、住所あてに行う。 

２ 乙等がその名称又は住所を変更した場合は、乙は甲に変更内容を通知しなければならない。 

 

（秘密の保持） 

第２６条 甲及び乙は、基本協定の履行に際して知り得た秘密を自己の役員及び従業員、自己の代

理人及びコンサルタント以外の第三者に漏洩し、又は基本協定の履行以外の目的に使用してはな

らない。 

 

（個人情報の保護及び当事者間の提供） 

第２７条 甲及び乙は、吹田市個人情報保護条例（平成 14年条例第７号）を遵守し、本事業に関

して知り得た個人情報を適正に取り扱い、個人情報の漏洩、滅失及び棄損の防止その他個人情報

の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 甲及び乙は、上記により知り得た個人情報を、本事業の実施に必要な場合に限り、法令で認め

られる範囲において相手方に提供することができる。 

 

（準拠法） 

第２８条 基本協定及び定期借地権設定契約は、日本国の法令に準拠する。 

 

（管轄裁判所） 

第２９条 基本協定及び定期借地権設定契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所をもって第
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１審の専属管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定等） 

第３０条 基本協定及び定期借地権設定契約の解釈について疑義を生じたとき、及びこれらに定め

のない事項については、甲及び乙が協議のうえ、これを定める。 
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 基本協定締結の証として、基本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、甲及び乙が原

本各１通を保有する。 

 

令和〇年〇月〇日 

 

（甲）   吹  田  市 

住 所 ： 大阪府吹田市泉町 1丁目 3 番 40号 

代表者 ：  吹田市長  後藤 圭二  印 

 

（乙） 

住 所 ： 

法人名 ： 

代表者 ：              印 
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吹田市立北千里保育園跡地敷地内保育所設置事業基本協定書に関する別紙 

 

１ 用語の定義 

 基本協定において使用する用語の定義は次のとおりとする。 

（１）「乙」とは、本事業において甲と基本協定を締結し、本事業により建設される施設を所有

する者をいう。 

（２）「募集要項等」とは、甲の配布した募集要項及び参考資料をいう。 

（３）「事業者提案」とは、乙が募集要項等の全ての規定に従い、甲に対して提出した本事業に

関する提案の全てをいう。 

（４）「事業用地」とは、本事業において本施設を建設する敷地をいう。 

 

２ 日程表  

      項目 時期 

(1) 基本協定の締結 令和３年１月中旬頃 

(2) 定期借地権設定契約の締結 建設工事着手までに 

(3) 開発事前協議及び基本設計開始 令和３年１月頃 

(4) 実施設計開始 令和３年 4月頃 

(5) 建設工事開始 令和３年７月頃 

(6) 竣工・開設（※保育所単独） 令和 4年 4月頃 

(7) 事業用地測量及び分筆 令和３年１月頃 

 

３ 本施設整備計画書 

（１）総則 

ア 乙の整備する本施設の骨格的事項を定める。 

イ 本計画書に定める事項に関し、基本協定第 16 条に規定する事業実施にかかる事項の定

めがある場合は、乙はこの合意に従うものとする。 

ウ この整備計画を変更する場合は、事前に甲と協議するものとする。 

（２）整備施設 

乙は下記の施設を整備する。 

ア 主な用途   保育所   名定員 

イ 施設の概要 

① 敷地面積  ○○○㎡（予定） 

② 建築面積  ○○○㎡（予定） 

③ 床面積   ○○○㎡（予定） 

④ 建物高さ  ○○○ｍ（予定） 

⑤ 構 造     ○○造   地上〇階 地下〇階 

 

ウ 各階の構成 

  【各階に整備する施設の概要を記載】 
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エ 定員内訳 

 (ア) 0 歳児 ○名 

(イ) 1歳児 ○名 

 (ウ) 2 歳児 〇名 

 (エ) 3 歳児 〇名 

 (オ) 4 歳児 〇名 

 (カ) 5 歳児 〇名 

 

オ 一時預かり事業 

 (ア)  事業開始日  令和〇年〇月〇日 

(イ) 受入年齢   〇歳児から 〇歳児まで 

 (ウ)  受入児童数  1 日当たり 〇名程度 

 

カ その他 

乙は、事業者提案に示す性能を有する施設を建設する。 

 

４ 事業者提案平面図 

 【整備計画図面を記載】 

 

５ 物件調書 

項目 概要 

所在地 
吹田市古江台三丁目 119 番 5 及び 119番
149 の一部 

事業計画上の保育の提供区域 Ｃ区域（北千里地域） 

事業用地面積 

（高齢福祉施設単体／保育園との複合施設） 

約 1,400 ㎡ ／ 約 2,900 ㎡ 

※分筆・測量結果により変動 

都
市
計
画
等 

区域区分 市外化区域 

用途地域 第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率 ／ 容積率 60％ ／ 200％ 

高度地区 25ｍ第 3 種高度地区 

地区計画 千里ニュータウン地区 

日影規制 5m/4 時間－10m/2.5 時間、測定面 4m 

防火・準防火地域 建築基準法第 22 条指定区域 

景観計画区域 対象区域 

事業者への用地引渡時の事業用地状況 更地（予定） 
 


